
町
立
図
書
館
が
利
用
し
や
す

く
な
り
ま
し
た

　

長
島
町
立
図
書
館
（
鷹
巣
・
指

江
）
は
、
こ
れ
ま
で
毎
週
月
曜
日

を
休
館
日
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
利
便
性
を
高
め

る
た
め
、
平
成
30
年
度
か
ら
月
曜

日
の
午
後
も
開
館
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

○
開
館
時
間

・
月
曜
日

　

午
後
１
時
～
午
後
５
時

・
火
曜
日
～
日
曜
日

　

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

○
休
館
日

　

祝
日
の
み

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
立
鷹
巣
図
書
館

　

☎
（
86
）
１
１
１
１
［
代
表
］

　

町
立
指
江
図
書
館

　

☎
（
88
）
６
５
０
０

行
政
相
談
所
を
開
設

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の

仕
事
な
ど
に
つ
い
て
苦
情
や
要
望

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
行
政
相
談
委

員
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

相
談
や
行
政
の
仕
組
み
な
ど
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
、
相
談
者

へ
助
言
し
た
り
関
係
機
関
へ
の
橋

渡
し
を
す
る
の
が
主
な
仕
事
で

す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

○
鷹
巣
会
場

・
日
時　

５
月
10
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
９
時
～
正
午

・
場
所　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

・
行
政
相
談
委
員

　

下
平
隆
康
氏
（
矢
堂
）

　

大
平
洋
光
氏
（
指
江
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
総
務
課

　

☎
（
86
）
１
１
１
１
［
代
表
］

平
成
30
年
国
民
生
活
基
礎
調

査
を
実
施

　

平
成
30
年
国
民
生
活
基
礎
調
査

は
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
所
得
な

ど
国
民
生
活
の
基
礎
的
事
項
を
調

査
し
、
今
後
の
厚
生
労
働
行
政
の

企
画
お
よ
び
立
案
の
た
め
の
基
礎

資
料
を
得
る
重
要
な
統
計
調
査
で

す
。

　

調
査
票
は
世
帯
票
と
所
得
票
の

２
種
類
が
あ
り
、
世
帯
票
が
平
成

30
年
６
月
７
日
、
所
得
票
が
平
成

30
年
７
月
12
日
を
期
日
と
し
て
実

施
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
調
査

員
が
配
布
し
た
調
査
票
に
記
入
し

て
い
た
だ
き
、
後
日
調
査
員
が
回

収
に
伺
い
ま
す
。

　

調
査
の
趣
旨
お
よ
び
必
要
性
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
北
薩
地
域
振
興
局
保
健
福
祉

環
境
部
健
康
企
画
課
企
画
管
理
係

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
３
１
６
５

チ
ッ
パ
ー
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
で

竹
林
の
再
生
し
ま
せ
ん
か
？

　

町
で
は
、
竹
林
な
ど
で
発
生
し

た
伐
採
材
を
粉
砕
す
る
樹
木
粉
砕

機
（
チ
ッ
パ
ー
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
）

２
台
を
有
償
で
貸
し
出
し
て
い
ま

す
。

　

チ
ッ
パ
ー
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
は
、

伐
採
な
ど
で
出
る
竹
（
直
径
13
㌢

ま
で
）
や
枝
木
（
約
５
㌢
ま
で
）

の
粉
砕
が
で
き
る
機
械
で
、
粉
砕

し
た
チ
ッ
プ
は
そ
の
ま
ま
肥
料
な

ど
と
し
て
現
地
で
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

竹
林
だ
け
で
な
く
、
植
木
の
手

入
れ
で
発
生
し
た
伐
採
材
な
ど
も

粉
砕
で
き
る
の
で
、
竹
林
の
再
生

を
し
た
い
か
た
や
植
木
の
手
入
れ

で
お
困
り
の
か
た
は
、
ぜ
ひ
活
用

く
だ
さ
い
。

　

貸
し
出
し
は
、役
場
（
農
林
課
）

で
借
用
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
す
る
だ
け
で
す
。（
た
だ
し
、

運
搬
は
申
請
者
で
し
て
も
ら
い
ま

す
の
で
必
ず
軽
ト
ラ
ッ
ク
ま
た
は

そ
れ
以
上
の
車
両
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
積
み
込
み
用
の
ア
ル
ミ
ブ

リ
ッ
ジ
も
備
え
て
い
ま
す
）

○
借
用
代

　

１
時
間
当
た
り
５
０
０
円
（
貸

し
出
し
時
お
よ
び
返
却
時
に
ア

ワ
ー
メ
ー
タ
ー
で
稼
働
時
間
を
確

認
し
ま
す
）

○
借
用
期
間

　

１
回
当
た
り
最
大
２
週
間
ま
で

（
作
業
終
了
後
は
速
や
か
に
返
却

く
だ
さ
い
）

　

※
故
障
や
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
長
期
間
の
貸
し
出
し
は
行
い

ま
せ
ん
。

○
そ
の
他

　

返
却
時
は
、燃
料
（
ガ
ソ
リ
ン
）

を
満
タ
ン
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
走
式
で
す
の
で
、
竹
林
内
を

広
く
整
備
す
る
こ
と
に
も
有
効
的

で
す

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
農
林
課
林
務
係

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

農
作
業
死
亡
事
故
が
多
発
し

て
い
ま
す

　

鹿
児
島
県
内
に
お
い
て
平
成
30

年
に
入
り
農
作
業
死
亡
事
故
が
５

件
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、「
県
内

全
域
に
お
け
る
農
作
業
死
亡
事
故

多
発
警
報
」
が
発
令
さ
れ
ま
し

た
。

　

農
作
業
事
故
は
、
農
繁
期
の
４

月
～
６
月
に
増
加
し
、
死
亡
事
故

も
多
く
発
生
し
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
収
穫
な
ど
で

忙
し
く
な
る
こ
と
か
ら
、
家
族
や

地
域
で
声
を
か
け
合
っ
て
、
ゆ
と

り
を
も
っ
た
農
作
業
に
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

○
注
意
喚
起
事
項

・
ト
ラ
ク
タ
ー
の
安
全
フ
レ
ー
ム

の
装
着
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用

を
忘
れ
な
い
こ
と

・
路
肩
ま
で
草
刈
り
を
行
い
、
路

面
と
の
境
界
を
把
握
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と

・
農
作
業
に
行
く
際
は
、
携
帯
電

話
を
持
ち
歩
く
よ
う
に
心
が
け
る

こ
と

・
農
業
機
械
の
点
検
や
雑
草
等
の

巻
き
つ
き
を
取
り
除
く
時
は
、
必

ず
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
る
こ
と

・
原
則
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
火
の
取
扱
い
に
は
十
分
注

意
す
る
こ
と

○
発
令
期
間

　

３
月
20
日
～
５
月
31
日

○
そ
の
他

・
４
月
か
ら
６
月
は
全
県
的
に

「
春
の
農
作
業
安
全
事
故
ゼ
ロ
運

動
」
を
実
施

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
農
林
課
農
政
係

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

税
務
署
で
の
相
談
は
事
前
の

予
約
を

　

税
務
署
で
の
相
談
は
、
事
前
の

予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

具
体
的
な
書
類
や
事
実
関
係
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
電

話
に
よ
る
相
談
が
困
難
な
場
合
に

は
、
事
前
に
相
談
日
時
な
ど
を
予

約
し
た
上
で
、
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　

予
約
の
際
に
は
、
名
前
・
住
所
・

相
談
内
容
を
伺
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

　

※
自
動
音
声
案
内

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を推進

◎問い合わせ先
　役場水道課下水道係　☎（88）5664［直通］

浄化槽設置工事費個人負担金の内訳　町の浄化槽整備事業は、個人設置型整
備事業を推進しています。
　これにより、平成 32 年度までに限り
浄化槽設置工事費（本体のみ）に対して
補助金が増額され、個人負担金の軽減が
図られます。
　単独処理浄化槽（し尿のみを処理する
浄化槽）から、合併処理浄化槽に付け替
えるかたには、撤去費の一部を補助（上
限９万円）しています。

人槽区分

個人負担金

（旧）
平成 23 年度まで

⇨
【半額に軽減】

（新）
平成 24 年度から
平成 32 年度まで

5 人槽 170,000 円   85,000 円

７人槽 200,000 円 100,000 円

10 人槽 250,000 円 125,000 円

単独処理浄化槽撤去費補助　上限 90,000 円

負担軽減措置を 32 年度まで延長！

1819


